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遺跡の概要

東大橋原遺跡は、茨城県石岡市東大橋に所在する縄紋

時代から奈良・平安時代にかけての遺跡です 図 ・ 。

遺跡北側に園部川を臨み、標高 ～ の台地上に位置

しています。 年から 年の３年にかけて学術調

査が実施されました 図 ・ 。 年の調査では、縄紋

時代中期 加曾利 Ⅰ式期とされる の土器焼成遺構が確

認されており 川崎ほか 、茨城県内でも代表的な縄

紋時代の遺跡の一つになっています。その成果は、多数

の文献で報告・発表されています 川崎ほか ・ ・

ほか 。また、その後も継続した試掘調査・発掘調査

がおこなわれています 小杉山 、小杉山・曾根 ・

ほか 。

 
調査の方法

縄紋時代の人々の植物利用の実態について知るために、

東大橋原遺跡を対象として圧痕調査をおこないました。

今回の対象資料は、 年の東大橋原遺跡第 次調査

出土土器資料を中心に第 次調査から第 次調査までの

縄紋土器資料 点を対象としました １ 。圧痕採取は、

丑野ら や比佐・片多 の手法を参照し、以下

の手順でおこないました。

まず目視およびルーペによる土器の観察をおこない、

種実など圧痕の可能性がある土器を抽出しました。その

後、圧痕部分を洗浄し、印象材 シリコン インジェク

ションタイプ と離型剤 パラロイドＢ の ％アセトン

溶液 を用いてレプリカ試料を作成しました。レプリカ試

料作成後は、アセトンにより圧痕およびその周辺に塗布

した離型剤を除去しました。作成したレプリカ試料は実

体顕微鏡での観察後、種実等の可能性がある試料を走査

型電子顕微鏡 社製 － にて撮影・

計測しました。 
 
調査結果

調査の結果、作成した 点のレプリカ試料のうち、

点の試料が何らかの圧痕であると同定されました 表 ・

図 。同定結果は、ササゲ属アズキ亜属種子が 点、サ

サゲ属アズキ亜属種子？が 点、シソ属果実が 点、キ

ハダ種子が２点、不明種実、不明植物が各 点、不明植

物または昆虫のフンが 点、不明木材が 点でした。

茨城県内における圧痕調査事例は、弥生時代前半を中

心とした調査がおこなわれた殿内遺跡などが挙げられま

す 遠藤 が、縄紋時代中期を対象とした調査報告事

例は少なく、今回の調査は茨城県内の圧痕調査を進める

うえでも重要な成果です。また、石岡市内では初の調査

事例となります。 

考察と今後の課題

今回の調査では、土器総数 点のうち、 点が確

認されました。出土土器に占める種実圧痕の割合は

％であり、同時期を中心とした調査からみても、ほ

ぼ同程度の割合で圧痕が検出されたことがわかります

山本ほか 、中川ほか 、西本ほか 。

また、今回確認された 点のササゲ属アズキ亜属種子

は簡易楕円体体積で、 点目 表 が ㎣、 点

目 表 ㎣ ２ 那須ほか でした。那須ほか

の基準によれば、 ㎣以下を野生型、 ～ ㎣を

栽培型、その間を野生種と栽培種のサイズが重なる中間

型としています。今回は中間型に含まれることになりま

す。中山 ・ の指摘によれば、ヤブツルアズキ

は、縄紋時代中期中葉以降、栽培化・栽培種の兆候を得

るものとされています。また、那須 ・ ほか も、

小型のマメが依然として利用されていることに触れつつ

も、縄紋時代中期から後期前半の中部高地と関東地方西

部の諸磯・勝坂式土器文化圏においてドメスティケーシ

ョンの始まりの可能性を指摘しています。今回のアズキ

亜属種子は、そうした既往の調査の時期に合致するとと

もに、茨城県内においてもドメスティケーションによる

種子サイズの変化が起きた可能性を示すものです。

さらに、今回の調査で、マメ類とシソ属、キハダをは

じめとしたしょう果類がセットで確認されました。これ

は、中部高地から関東地方にかけての縄紋時代中期中葉

から後葉の傾向と類似するものであり 中山 、佐々

木 ほか 、県内・市内における植物利用の実態が確

認できました。

今後、今回調査しきれなかった東大橋原遺跡出土土器
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や他遺跡の土器に関しても引き続き調査をおこない、よ

り詳細なデータの構築に努めていきたいと思います。

註

１ 今回の調査のほとんどは、破片資料です。完形土器に比し

てやや検出率が下がることが過去の調査 山本ほか など

からも推測されます。

２ 長さのみ残存値で計算。実際はやや大きくなることが推測

されます。また、簡易楕円体体積の計算方法として中山

によるものもあげられます。

この調査は令和 年 年度学術変革領域研究 計画研究

班「土器型式と栽培植物の高精度年代体系構築」（領域代表

小畑弘巳 、研究班代表小林謙一 ）の一部を

使用しました。また、詳細については、 年 月に刊行予定

の『中央史学』（中央史学会 に掲載予定です。

また、今回の調査では小林謙一氏、佐々木由香氏、山本華氏

にご協力をいただきました。記して謝意を申し上げます。
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１ 表 －

２ 表 －

３ 表 －

図４：主な種実圧痕と検出された土器 縮尺 １ ササゲ属

アズキ亜属種子、２ シソ属果実、３ キハダ種子

1 

2 3 

図１：東大橋原遺跡 位置図 石岡市遺跡分布調査会

より引用

図３：東大橋原遺跡土器焼成遺構 発掘状況 川崎ほか

表１ 東大橋原遺跡出土土器圧痕一覧・ 内は残存値

図２ 東大橋原遺跡の調査地点と現況写真 金子 より引

用

時期 縄紋

時代

土器型式 圧痕残存部位

及び付着面

分類群及び部位 長さ 長

軸・㎜

幅 短

軸・㎜

厚 さ

㎜

簡易楕円体

体積 ㎣

中期中葉 阿玉台Ⅲ式 胴部 断面 シソ属果実

中期中葉 無文 胴部 断面 シソ属果実

中期中葉か 縄紋のみ 胴部 断面 キハダ種子

中期中葉 阿玉台Ⅳ式 口縁 外面 不明植物

中期 底部 外面 不明種実

中期中葉 阿玉台Ⅳ式 胴部 断面 キハダ種子

中期 無文 胴部 断面 シソ属果実

中期中葉か 阿玉台式か 胴部 内面 アズキ亜属種子

中期中葉 阿玉台Ⅳ式 口縁 断面 不明種実 昆虫のフン

中期後葉 加曽利 式 胴部 断面 不明木材

中期中葉 阿玉台Ⅳ式 口縁 内面 アズキ亜属種子
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山古墳と共通します（井 2012）が、突出する点は異なり

ます。この突出する突帯は、小美玉市（旧玉里村）の妙見

山古墳の影響とみられます（図 6上）。 

こうした特徴から、14 号墳は、舟塚山古墳よりも新し

い古墳ということができます。舟塚山古墳が 5世紀初頭

頃の築造だと考えると、5 世紀中葉頃の妙見山古墳を挟

んで、5 世紀後葉頃の築造と考えられます。なお、⑦の

突帯間隔約 17 ㎝という特徴も、この想定とは矛盾しませ

ん。古墳時代後期になると、突帯間隔が 14㎝未満となる

からです（図 6下）。ただし、旧玉里村域の古墳の様相が

分からないので、突帯間隔約 17 ㎝という特徴は舟塚山古

墳群に限定された特徴である可能性もあります。 

 

まとめ 

 今回の発掘調査によって、舟塚山第 14 号墳の意義が明

らかになりました。舟塚山古墳と府中愛宕山古墳は時期

が離れていますが、その間も舟塚山古墳群で盟主墳が築

造され続けていたことが明確になりました。 

 石岡市小井戸に所在する要害山古墳（前方後円墳、墳丘

長 75m）との関係性や、埴輪の系統関係など、検討すべき

課題は多いですが、霞ヶ浦北岸地域の古墳時代中期の様

相理解に大きく貢献できる調査成果だといえます。 
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遺跡の概要  

舟塚山第 14 号墳は、茨城県石岡市北根本に所在する古

墳です。恋瀬川と山王川にはさまれた台地上に位置し、

東日本 2 位の墳丘規模を誇る舟塚山古墳（墳丘長 183m）

や府中愛宕山古墳（墳丘長 96m）をはじめ、総数 41 基か

らなる舟塚山古墳群に属しています（図 1）。舟塚山第 14

号墳は、舟塚山古墳の後円部に近接しており、舟塚山古

墳の「陪冢」だという意見もあります（瓦吹 2009；茂木

2010、p.320）。しかし、2013 年に明治大学が行った測量

調査時に舟塚山古墳よりも新しい円筒埴輪が採取され

（佐々木 2018）、陪冢ではない可能性が提起されました。

また、周濠と想定される部分が地表面に黒く浮かび上が

ることから、独立して周濠を有すると考えられました。 

そのため、舟塚山 14 号墳の本来の墳丘規模や築造時期

を明らかにするために、発掘調査を行いました。発掘調

査は、明治大学文学部の「考古学実習Ⅰ、Ⅱ」の授業の

一環として、石岡市教育委員会のご協力のもと、令和 3

年 8月 1日～6日に実施しました。 

 
発掘調査の成果 
発掘調査では現存する墳丘の南北に 1 本ずつトレンチ

を設定し、両方のトレンチで周濠を検出することができ

ました（図 2、3）。周濠は、北側では幅約 4.9m、南側で

は幅約 3.5m、地表面からの深さは約 1m でした。 

検出できた周濠をもとに古墳の規模を円墳として復元

すると、直径 31m となります。詳しくは後述しますが、

独立して周濠を有しており、規模を復元することができ

たことは、舟塚山第 14 号墳の性格を考える上で非常に重

要となります。 

 

出土品の概要  
周濠からは、埴輪片や土器片が出土しました（図 4）。

埴輪には円筒埴輪と、器種不明の形象埴輪が少数ありま

す。埴輪には黒斑がみられず、窖窯焼成と考えられます。

土器は弥生土器や平安時代の土器が出土しています。 

円筒埴輪は、墳丘北側の第 1 トレンチで多く出土して

います。特に、大きさを推定することができ、突帯の間

隔が分かる資料は注目できます（図 4-1）。 

 

 

 

 

円筒埴輪の技法的な特徴を抽出すると、①窖窯焼成、

②精選されたきめ細やかな胎土、③外面板ナデ調整がみ

られる、④丁寧な内面調整、⑤1 ㎝程度の薄手の器壁、

⑥幅は 1 ㎝前後と細身で、1 ㎝を超える突出がみられる

突帯、⑦突帯間隔が約 17 ㎝、となります。 

 

遺跡の評価  

発掘調査で得られた情報から、舟塚山第 14 号墳の位置

付けを考えたいと思います。まず、発掘によって独立し

て周濠を有することが確定したため、舟塚山古墳の「陪

冢」ではないということができます。ここでの「陪冢」

は、藤田和尊氏が規定した、1 つの大型古墳に対し⑴規

模などが劣り、⑵同時代の築造で、⑶計画的に配置され、

⑷主墳の周濠の周堤帯上に位置するか、通路など主墳の

間をつなぐ構造物がある、古墳のことを指します（藤田

1993）。14 号墳は周濠を独立して持ち、舟塚山古墳と接

しておらず、時期も異なるため、近畿地方の大型古墳に

みられる「陪冢」ではないといえます。 

また、直径 31m の円墳であることから、この古墳を「大

型」として評価できます（図 5）。茨城県や千葉県では、

古墳の大きさが、概ね 30m を境に数が減ることが分かっ

ている（曾根 2009、田中 2001）ためです。舟塚山古墳群中

の確実なものでは、前方後円墳の舟塚山古墳、府中愛宕

山古墳、21 号墳（90m？）、円墳の 13 号墳（直径 35m）に

次ぐ大きさです。14 号墳の被葬者は、舟塚山古墳に葬ら

れた大豪族の後継首長であると考えることができます。 

円筒埴輪からも、舟塚山古墳の後を継いだ豪族の奥津

城であることを傍証することができます（図 6）。先にあ

げた円筒埴輪の特徴のうち、②のきめ細やかな胎土や、

⑤の薄手の器壁は、舟塚山古墳と共通し（井 2012）、④の

丁寧な内面調整も同様の可能性があります。つまり、基

本的な製作技法が共通していることから、舟塚山古墳の

埴輪を生産した集団の後裔が、14 号墳の埴輪を製作した

可能性が考えられます。 

舟塚山古墳と 14 号墳の円筒埴輪の相違点も確認して

おきます。①の窖窯焼成や③の外面板ナデ調整は、舟塚

山古墳よりも後出する根拠となります（川西 1978、齋藤

2019）。⑥の細身で突出する突帯のうち、細身な点は舟塚

石岡市北根本 明治大学大学院 冨田樹 

舟
ふな

塚山
つかやま

第 14 号墳 古墳時代中期後半の「大型」円墳 
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山古墳と共通します（井 2012）が、突出する点は異なり

ます。この突出する突帯は、小美玉市（旧玉里村）の妙見

山古墳の影響とみられます（図 6上）。 

こうした特徴から、14 号墳は、舟塚山古墳よりも新し

い古墳ということができます。舟塚山古墳が 5世紀初頭

頃の築造だと考えると、5 世紀中葉頃の妙見山古墳を挟

んで、5 世紀後葉頃の築造と考えられます。なお、⑦の

突帯間隔約 17 ㎝という特徴も、この想定とは矛盾しませ

ん。古墳時代後期になると、突帯間隔が 14㎝未満となる

からです（図 6下）。ただし、旧玉里村域の古墳の様相が

分からないので、突帯間隔約 17 ㎝という特徴は舟塚山古

墳群に限定された特徴である可能性もあります。 
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らかになりました。舟塚山古墳と府中愛宕山古墳は時期

が離れていますが、その間も舟塚山古墳群で盟主墳が築

造され続けていたことが明確になりました。 
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長 75m）との関係性や、埴輪の系統関係など、検討すべき
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古墳の大きさが、概ね 30m を境に数が減ることが分かっ

ている（曾根 2009、田中 2001）ためです。舟塚山古墳群中

の確実なものでは、前方後円墳の舟塚山古墳、府中愛宕

山古墳、21 号墳（90m？）、円墳の 13 号墳（直径 35m）に

次ぐ大きさです。14 号墳の被葬者は、舟塚山古墳に葬ら

れた大豪族の後継首長であると考えることができます。 

円筒埴輪からも、舟塚山古墳の後を継いだ豪族の奥津

城であることを傍証することができます（図 6）。先にあ

げた円筒埴輪の特徴のうち、②のきめ細やかな胎土や、

⑤の薄手の器壁は、舟塚山古墳と共通し（井 2012）、④の

丁寧な内面調整も同様の可能性があります。つまり、基

本的な製作技法が共通していることから、舟塚山古墳の

埴輪を生産した集団の後裔が、14 号墳の埴輪を製作した

可能性が考えられます。 

舟塚山古墳と 14 号墳の円筒埴輪の相違点も確認して

おきます。①の窖窯焼成や③の外面板ナデ調整は、舟塚

山古墳よりも後出する根拠となります（川西 1978、齋藤

2019）。⑥の細身で突出する突帯のうち、細身な点は舟塚

石岡市北根本 明治大学大学院 冨田樹 

舟
ふな

塚山
つかやま

第 14 号墳 古墳時代中期後半の「大型」円墳 



－ 8－

500m

図１　舟塚山古墳群の分布

図２　トレンチ配置図
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図４　出土遺物
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図５　舟塚山第 14 号墳の墳丘復元図

図６　周辺の古墳との円筒埴輪の比較
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 その後の調査では西回廊が幅９ｍを計る複廊であった

ことが判明しています。また、史跡の範囲外の調査です

が、伽藍を区画する溝が検出され、その中に大量の瓦が

埋没していました。この出土状況から、常陸国分寺の西 

側には築地塀が存在した可能性が指摘されています。 

 平成 28 年度からは石岡市教育員会において「特別史跡

常陸国分寺跡保存活用計画」の策定がはじまります。こ

の計画の策定に際し、文化庁の指導のもと、初めて現国

分寺東側の住宅地に対して発掘調査が行われました。 

この結果、遺跡は削平されることなく、東側の回廊跡や

金堂跡の南東側のコーナーと思われる版築が確認されて

います。 

さらに、今回紹介するガラミドウ地区の調査を行うこ

ととなりました。当地には江戸期より「ガラミドウ」と

いう地名が残っていて、これが「伽藍の塔」が転訛した

ものといわれていたのです。伽藍とは金堂や講堂といっ

た寺院の重要施設を指す用語であることから、塔が存在

したのではないかと考えられていました。実際に廣瀬栄

一により礎石が残存していることが報告されています。

廣瀬栄一は大学時代に人類学や考古学に傾倒し、酒造業

を経営する傍らで、県内外で調査を行っていました。石

岡市では保存活用計画では伽藍が広がる範囲を検討する

必要がり、塔に関する伝承地を調査する必要があったの

です。 

 廣瀬栄一の次に当地を国分寺の塔跡と位置付けたのは

斎藤忠でした。斎藤は鐘楼跡の発掘調査も行っています

が、国分寺周辺の状況調査も入念に行いました。 

 さらに、黒澤彰哉は当地で採集された瓦が単弁二〇葉

蓮華文（文様の種類から 7109 型式と識別されています）

を持つ軒丸瓦であることから、創建当初の塔跡ではなく、

再建されたものであると考えました。 

 
調査の結果 

 このように、これまで学史上何度も取り上げられてき

た「ガラミドウ」でしたが、ようやく令和元年に発掘調

査の手が入ります。 
 発掘調査は幅１ｍ×長さ数メートルの調査区を設定し、

手掘りで行われました。このように細い調査区のことを

考古学の世界では「トレンチ」といい、調査をした順に

番号をふって、Ｔ－１～６まで設定しました。 
 まず、Ｔ－１の調査ではいきなり「版築」という技術

で行われた地盤改良の跡が確認されました。版築とは土

を突き固めて建物の土台や基壇を作る方法のことで、主

に古代寺院・官衙の礎石立建物の基礎に使われます。棒

で突き固めていることから、土層は非常に硬く、また縞

状に土が堆積しているのが特徴です。逆にいうと、この

版築遺構が確認された時点で当地に古代寺院や役所の跡

が存在することが早くも確定されたということになりま

す。ただし、調査の目的としては重要遺構の範囲を確認

することにありましたので、すぐにＴ－２を設定し、西

側の広がりを確認することとしました。しかし、Ｔ－２

でも版築遺構の西端を確認するにはいたることができず、

敷地を越えてさらに西側まで延びることが確実となりま

した。 

 そこで、次は東側の範囲を確認するため、Ｔ－３及び

４を設定しました。最初にＴ－３を掘削しましたが、東

端は確認できず、さらにＴ－４を掘削しました。その結

果、漏斗状にすぼまりながら造成されている版築遺構の

東端が確認されたのです。この段階で版築遺構の東端か

ら調査した敷地の西端までが 15ｍであったことから、こ

の遺構の東西長は 15ｍ以上のものであることが判明し

ました。 

 確認された版築遺構は関東ローム層に起因する赤土や

表土であったと思われる黒土、さらにこれらの土が混在

している土が観察され、厚さは数㎝から 20㎝ほどでした。

当然ですが、非常に硬くしまっていました。また、Ｔ－

１をさらに掘り込み、版築全体の厚さも確認したところ

1.4ｍのところで関東ローム層を確認できました。 

 令和２年度は文化庁の指示もあり、版築遺構の南側を

確認することを目標としました。過去に敷地南側で個人

住宅建設に伴い試掘調査を行いましたが、この時は版築

遺構は確認されていません。したがって、南側は今回調

査を行った敷地内で収まると考えられました。 

 そこで、Ｔ－５の掘削を行いました。結果、遺構上面

が削平されていたものの版築遺構が確認され南側がほぼ

確定できました。Ｔ－６は版築遺構のコーナー部分を狙

い掘削を行いましたが、上層部の攪乱が激しく、想定ど

おりの場所からコーナーを確認することはできませんで

した。ただし、この２つのトレンチに共通していたこと

は、Ｔ－4 と同様に漏斗状にすぼまるように遺構が掘削

されていたことでした。やはり、確認された版築遺構の

南端部分から、調査を行った敷地の北端までが 15ｍほど

となるので版築遺構自体は北側に隣接する民家まで延び

るものと想定されました。 

          
 

 

 
遺跡の概要  

天平 13 年（741）、聖武天皇の命により、全国に国分寺

と国分尼寺が創建されます。当時、聖武天皇は疫病の流

行やそれに伴う重臣たちの病死、家臣の謀反、某王と記

される長男の死など様々な不幸に見舞われていました。

このような国の災いを仏教の力で治めようとしたのです。

したがって、国分寺とは国の安寧を祈願するための施設

であり、僧侶が教えを説き、信者を獲得するような寺院

とは異なります。正式名称を「金光明四天王護国之寺」

といいますが、これは「金光明最勝王経」を唱えること

で多聞天や増長天といった四天王が国を護るという意味

であることも護国のための寺院であることを示していま

す。 

さて、上記のような理由から全国に国分寺・国分尼寺

の建立が促進されていくのですが、常陸国の場合は国府

のある石岡市がその土地として選ばれました。常陸国分

寺跡に関する調査や顕彰の歴史は意外と古く、現在の国 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

分寺の境内には明治時代の顕彰碑が建っています。その

後、大正 11 年には国指定、昭和 27 年には特別史跡に指

定されています。特別史跡とは全国に約 1800 件指定され

ている国史跡から特に歴史的に価値の高いものが指定さ

れるもので、全国には 63 件しかありません。茨城県内に

は３件の特別史跡が存在し、１件は水戸市の旧弘道館で、

残りの２件が石岡市の常陸国分寺跡と常陸国分尼寺跡で

す。国分寺では他に遠江国分寺跡（静岡県磐田市）、讃岐

国分寺跡（香川県高松市）が特別史跡となっていますが、

尼寺で特別史跡となっているのは常陸国だけです。また、

国分寺・尼寺の両方が特別史跡となっているのは石岡市

だけとなります。昭和 27 年当時、如何に石岡市の文化財

の評価が高かったかがよく分かります。 

これまでの境内での発掘調査では中門跡から東西に延

びる回廊跡が金堂跡に接続し、金堂跡の北側には講堂跡

が確認されています。また、金堂跡の北西側には鐘楼跡

が確認されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石岡市府中三丁目 石岡市教育委員会 小杉山大輔 
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図１ ガラミドウ位置図 
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図１ ガラミドウ位置図 
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られることが多く、通常版築内には瓦は含まれません。

今回の版築遺構が瓦を伴うということは周囲にすでに瓦

葺建物が存在したことを意味していて、順番としては後

出した建物ということになります。そうなると土器の年

代が問題となります。結論をいうと年代が程度判明して

いる土器のうち一番新しいものが９世紀半ばのものでし

た。これは葺かれていた瓦の年代とも齟齬がないことか

ら、建物の創建期が９世紀半ばごろと考えることができ 

ます。 

さらに、もうひとつ注目される瓦があります。それは

「隅切瓦（すみきりかわら）」というやや特殊な瓦です。

これは平瓦の上側を焼成前に斜めに裁断するもので、建

物の隅棟に接する部分に葺きます。平瓦が 2387点検出さ

れているのに対し、隅切瓦は３点ですのでその希少性が

分かります。この瓦が存在したということは建物の屋根

に隅棟が存在したということになるので、総瓦葺きで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

少なくとも切妻造りの建物ではなかったということが分

かるのです。 
もう一点、注目されるのは銅製品です。この遺物自体

は表土層の近現代の遺物とともに出土したため、この遺

物だけでは年代は確定できません。しかし、断面がわず

かに湾曲していることと、口の部分の丸い形状から風鐸

の可能性があります。風鐸とは金堂や塔などの屋根のコ

ーナー部分を飾る鐘状の製品です。この破片だけでは風

鐸かどうかは判断が難しいのですが、今後調査を行うこ

とがあれば、このような銅製品にも注意する必要があり

ます。 
 
遺構の性格 

 以上のことから今回の発掘調査の結果、９世紀半ばに

造成され、１辺 15m以上×深さ 1.4mの版築遺構が確認さ

れたということになります。しかし、これだけでは一 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図４ ガラミドウ地区 出土遺物 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最後に、この遺構の年代について考えてみます。まず、

瓦ですが黒澤彰哉の従来の研究のとおり 7109 軒丸瓦（９

世紀半ばから後半）が多く確認されました。また、それ

に後続する軒丸瓦に加え、軒平瓦もそれとセット関係に

あるものが確認されています。ただし、瓦は葺き替えを 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
行うと古い瓦が廃棄されることもあるので、瓦だけでは

遺構の創建年代を確定はできません。そこで、注目され

るのは版築遺構中に存在した瓦や土器です。通常、古代

寺院では塔（仏舎利の安置施設）や金堂（本尊を安置す

る施設）が重要視されることから、順番としては先に作

 

 

図２ ガラミドウ地区 トレンチ配置図 

図３ T－３，４ 平面図及び断面図 
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写真１ T－４ 版築の様子（東から） 

 

 壁面に縞状に線が引かれているのが版築の様子で

す。建物を建設するに当たり、棒で土を突き固め、

地盤改良を行っています。版築は漏斗のようにすぼ

まりながら行われている様子が確認されました。 

写真２ T－４ 版築出土須恵器（南から） 

 
 図４の８番の遺物の検出状況です。版築遺構内か

ら検出されるということは、地盤改良中にすでにこ

の須恵器が存在していたということですので、遺構

の年代を推定する住協な根拠となります。 

写真３ T－１ 版築の様子（西から） 

 
 版築遺構の深さを確認するため、一部を掘り込

みました。その結果、深さが 1.4ｍに達し、金堂

に匹敵する規模の建物が存在したものと考えられ

ます。 

写真４ 薬師寺金堂の風鐸（筆者撮影） 

 
 奈良県に存在する薬師寺に復元された金堂です。

屋根のコーナー（隅木）部分に風鐸が設置されてい

ます。筑西市の新治廃寺跡でも口の部分が湾曲した

風鐸が出土しています。図４の１もこのような形状

をしていた可能性があります。 

体何が建設されたのかは、屋根が切妻造りではないとい

うこと以外は明確にできません。従来の研究のように塔

であればこの遺構が正方形になって欲しいところですが、

北側と西側を確認すると長方形になってしまう可能性す

らあるのです。そこで、ここではこれまでに常陸国分寺

跡で確認された版築遺構の深さをみてみましょう。 

 従来の調査では平成 24 年の回廊跡の調査で 0.6ｍ、昭

和 57 年の金堂跡の調査では 1.4ｍ、昭和 53 年の鐘楼跡

の調査では 0.9ｍの版築が確認されています。版築自体

は必ずしも地下のみに施される訳ではなく、地上部分の

基壇にも用いられます。また、回廊と鐘楼のどちらが地

表面に負荷が多くかかるかも不明確です。したがって、

あくまでも参考ですが、概ね金堂のように重要かつ規模

の大きい施設ほど地盤改良をしっかりと行っていると考

えられます。今回確認された版築遺構は深さが 1.4ｍで

したので、金堂に相当する施設が存在したということに

なります。 

 また、従来の調査で確認された伽藍の重要施設をみて

みると、中門・回廊・金堂・講堂・鐘楼です。一方、未

発見のものは南門・経蔵・塔・僧房が想定されます。一

般的に南門は中門の南側に、経蔵は鐘楼と対になり金堂

の北東側に、僧房は講堂の北側に位置することが多く、

これらの施設の場所をガラミドウ地区に想定することは

困難です。また、塔に関しては金堂の東側や西側、回廊

の内側など様々な場所から出土します。 

 少し煩雑になりましたのでここまでの話をまとめてみ

ます。 

① 一辺 15ｍ以上、深さ 1.4ｍの巨大な版築遺構であり、

金堂に相当する施設が存在したと想定できる 

② 創建年代は９世紀半ば 

③ 伽藍配置から南門・経蔵・僧房は想定しづらい 

④ そもそも「伽藍の塔」が転訛したとされる「ガラミ

ドウ」という地名があった 

以上、４点が主な調査成果です。これらを考慮すると 

今回の調査で確認された遺構はこれまでの説どおり、再

建された塔跡であると考えるのが妥当と思われます。 

 しかし、国分寺の創建から 100 年近くがたち、それで

もなお勢力が衰えることなく、塔を地盤から作り変える

というのはどのような事情があったのでしょうか。地震

や落雷などの自然現象で当初の塔が崩れたのでしょうか。

郡司層が位を得るための寄付をしたのでしょうか（献物

叙位といいます）。今回の調査では歴史的背景までは解決

できませんでしたが、今後の課題として調査を継続して

いく必要があります。 
 
おわりに 

かつて読売新聞の記者であり、郷土史家でもあった今

泉義文は「がらみ堂のこと」という手記を残しています。

この中で「だが史蹟として指定に漏れたことには理由が

あった。文部省黒板博士一行が、視察－調査にお見えに

なった時、こゝをお見せしなかったのだ」と書かれてい

ます。黒板博士は内務省からの依頼で重要な「史蹟名勝

天然記念物」を調査していた黒板勝美のことであると思

われます。残念ながら当時ガラミドウは史跡指定される

ことはありませんでしたが、国指定から 100 年、特別史

跡指定から 70 年目にしてようやく追加指定されること

となりました。先人たちのガラミドウに対する思いを無

駄にしないよう将来に確実に伝えることが後に残された

我々の務めではないでしょうか。 
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駄にしないよう将来に確実に伝えることが後に残された

我々の務めではないでしょうか。 

 

引用文献 

廣瀬栄一・角田文次 1938「常陸国分寺」『国分寺の研究』上巻 

今泉義文 1971「がらみ堂のこと」『常陸国分寺の塔心礎』石岡

市郷土資料 37 石岡史蹟保存会 

斎藤忠 1981『常陸国分僧寺の堂塔跡と寺域の研究』斎藤考古学

研究所紀要第１ 吉川弘文館 

黒澤彰哉 2019「常陸国府系瓦の成立と展開－昼間・宮原論文の

検証を中心として」『婆良岐考古』41 

石岡市教育委員会 1983『常陸国分僧寺跡発掘調査報告Ⅱ－金堂

跡・講堂跡の確認調査－』 

石岡市史編さん委員会 1983『石岡市史』中巻Ⅰ 

石岡市教育委員会 2011『市内遺跡発掘調査報告書』６ 

石岡市教育委員会 2021『廣瀬栄一コレクション－瓦編－』 

 石岡市立ふるさと歴史館第 28回企画展 

石岡市教育委員会 2022『市内遺跡発掘調査報告書』13 
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表 1.関川文書 井関村関連文書（一部抜粋）  
年年代代 標標題題 番番号号 備備考考

寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定

寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定 
寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定 
寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定 
寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定 
寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定 
天明 ・ 井関村畑方御水帳

慶応 ・ 常陸国新治郡井関村畠方新開御検地帳

天保 ・ 新治郡井関村御検野帳 冊の内

天保 ・ 新治郡井関村御検野帳 冊の内

天保 ・ 新治郡井関村御検野帳 冊の内

― ｟検地帳断片｠

享和 ・ 井関村田方御案内順帳 第 冊

明和 ・ 井関村田方御案内車田帳 壱

享和 ・ 井関村田方御案内順帳 第 冊

享和 ・ 井関村田方御案内順帳 第 冊

享和 ・ 井関村田方御案内順帳 第 冊

文化 ・ 井関村田方新開御案内順帳

嘉永 新治郡井関村田方順帳 冊の内

嘉永 ・ 新治郡井関村田方順帳 冊の内

嘉永 ・ 新治郡井関村畠方順帳 冊の内

嘉永 ・ 新治郡井関村畠方順帳 冊の内

嘉永 ・ 新治郡井関村新田順帳

天保 ・ 常陸国新治郡井関村見取帳

万延 井関村畑新開発丑辻帳

万延 井関村田畑新開発出辻帳

天保 ・ 井関村田畑改名寄帳 八木組

天保 ・ 井関村田畑改名寄帳 代田組

明治 ・ 井関村農居屋敷当壬申四壁引名寄帳 冊の

明治 ｟名寄帳｠ 井関村

明治 ｟名寄帳｠ 中台組

― 台組名寄帳

天明 本郷定無水（反別書上）

文化 ・ 井関村本郷分畠方白打当未改帳

文化 ・ 井関村本郷分畠方白打立場当子改帳

嘉永 ・ 井関村畠方酉水腐改帳

嘉永 井関村田方寅水腐改帳

慶応 井関村辰田畑水冠改書上下帳 ③

慶応 井関村辰田方水損字附書上下帳 ④

明治 ・ 井関村巳田方惣毛水損字改下帳

明治 ・ 井関村午田方水腐畠屋敷共字附書上帳 ①

明治 ・ 井関村田方水腐字附書上下帳

安政 ・ 大風ﾆ付御立山風折并潰家破損筭書上帳

承応 ・ 井関村巳御年貢可納取付之事

承応 ・ 井関村午御年貢可納取付之事

明暦 ・ 井関村未御年貢可納取付之事

明暦 ・ 井関村申御年貢可納取付之事

明暦 ・ 井関村酉御年貢可納取付之事

万治 ・ 井関村戌御年貢可納取付之事

万治 ・ 井関村子御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村丑御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村寅御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村卯御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村辰御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村巳御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村午御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村未御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村申御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村酉御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村戌御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村亥御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村子御年貢可納取付之事

延宝 ・ 井関村丑御年貢可納取付事

延宝 井関村寅御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村卯御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村辰御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村巳御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村午御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村未御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村申御年貢可納取付事

天和 ・ 井関村酉御年貢可納取付事

天和 ・ 井関村戌御年貢可納取付事

天和 ・ 井関村亥御年貢可納取付事

貞享 ・ 井関村子御年貢可納取付事

貞享 ・ 井関村丑御年貢可納取付事

貞享 ・ 井関村寅御年貢可納取付事

貞享 ・ 井関村卯御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村辰御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村巳御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村未御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村申御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村酉御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村子御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村丑御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村寅御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村卯御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村辰御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村未御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村申御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村酉御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村亥御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村子御年貢可納取附事

宝永 井関村丑御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村寅御年貢可納取附事

正徳 ・ 井関村卯御年貢可納取附事

正徳 ・ 井関村辰御年貢可納取附事

正徳 ・ 井関村巳御年貢可納取附事

正徳 ・ 井関村午御年貢可納取附事

正徳 ・ 井関村未御年貢可納取附事

享保 ・ 井関村申御年貢可納取附事

享保 ・ 井関村酉御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村卯御年貢可納取附之事

     

 

 
関川地区の概要

関川地区は石岡市域南端、出島台地側に位置していま

す。近世（≒江戸時代）の石岡市域は、常陸府中藩や牛

久藩などの大名領、旗本領や天領など様々な支配が入り

組んでいます。その中で現在の関川地区、井関村と石川

村は唯二村の水戸藩領でした。

水戸藩関連文化財では、水戸藩 代藩主・徳川光圀に

縁がある盛賢寺阿弥陀堂（市指定有形文化財）や山崎の

鹿島神社があり、水戸藩の教育事業と関連する つの私

塾、長峰塾と楢山塾の存在も知られています。

史料の概要  
関川文書は井関村、石川村、そして市町村制施行後の

関川村で収集・作成された 点以上の文書で構成され

た史料群です。近世から近代への移行時に関川村役場に

集約され、図書館を経て、現在は文化振興課で管理して

います。最も古い文書は寛永 年（ ）の検地帳で、

水戸藩最初の全領検地で作成されたものです。最も新し

い文書は昭和 年（ ）の旧関川村役場事績簿です。

特に集中して残る時期は寛政期 ～ から明治

年代 ～ までです。

史料群の内容として最もよく残るものは、年貢割付状

や年貢輸送関連文書といった年貢関連文書です。その他、

村への通知を記録した御用留帳、国役などの臨時負担関

連文書、人別送り状など、村の運営に関する文書が総合

的に含まれています。

文化振興課では、令和 年度より関川文書の保存を目

的に薬剤によるくん蒸処理を実施しています。また、令

和 年 月より石岡市立ふるさと歴史館にて「関川文書

―石岡の中の水戸藩―」を開催しています。 
 
史料の評価

関川文書の中では寛永 年 の井関村の検地帳

が石岡市指定文化財になっています。また、地域の代表

的な近世文書の一つとして『石岡市史 中巻Ⅰ』に年貢

関係文書など 点が掲載されています。

『石岡市史 下巻』には、正保 年（ ）から明治

年（ ）まで残る石川村の年貢割付状から年貢率及

び年貢高の変遷がまとめられ、近世を通しての農村部の

変化が追えます。また、人別増減改帳を用いた寛政期石

川村の人口流出の分析や、支配金貸出帳を用いた文化期

以降の井関村における水戸藩の農村救済事業の利用状況

分析もあります。農村荒廃の進行による農村生活の困窮

具合が示されるとともに、水戸藩が行った救済事業の現

場での効果もわかります。農村部の細部がわかるものと

しては、人別送り状を用いた寛政期以降の井関村婚姻圏

の分析があり注目されます。

その他に関川文書の注目される史料としては、水害に

際し作成された水腐改帳があります。井関村は嘉永 年

（ ）以降 冊、石川村は天明 年（ ）以降

冊残ります。近世後期は天候不順や災害が頻発し水戸藩

の各地でも被害が出ていますが、水腐改帳は井関村・石

川村も度々影響を受けていたことを示しています。また、

石川村の穀物備蓄事業の帳簿が文政 年（ ）から明

治 年（ ）まで残り、また天保 年（ ）に実施

された水戸藩天保検地の野帳や実施前に行われた村方と

の調整関連文書もみられます。農村部の困窮に対して水

戸藩は寛政期以降に郡制度改革や大規模検地による年貢

体制の見直しなどを実施し救済を図りますが、穀物の備

蓄事業や天保検地に関連する史料はそうした水戸藩の救

済事業が井関村・石川村で実施されたことを示していま

す。

以上、関川文書は農村の詳細な姿と水戸藩の農村施策、

そしてそうした施策が実際の農村ではどのように受容さ

れ効果をもたらしたのかを教えてくれます。 
 

参考文献

石岡市史編さん委員会 『石岡市史』中巻Ⅰ

石岡市史編さん委員会 『石岡市史』下巻

野上 平 『水戸藩農村社会の史的展開』

仲田昭一 『水戸藩と領民』

磯田道史 「藩政改革の伝播―熊本藩宝暦改革と水戸藩寛政

改革」『日本研究』第 巻、国際日本研究センター

茨城県史編さん近世史第１部会 「水戸紀年」『茨城県史料』

近世政治編Ⅰ 第 刷

石岡市井関・石川 石岡市教育委員会 竹内 智晴

関川
せきかわ

文書
もんじょ

石岡の中の水戸藩資料
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表 1.関川文書 井関村関連文書（一部抜粋）  
年年代代 標標題題 番番号号 備備考考

寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定

寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定 
寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定 
寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定 
寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定 
寛永 ・ 常陸国新治郡井石村御検地水帳 市指定 
天明 ・ 井関村畑方御水帳

慶応 ・ 常陸国新治郡井関村畠方新開御検地帳

天保 ・ 新治郡井関村御検野帳 冊の内

天保 ・ 新治郡井関村御検野帳 冊の内

天保 ・ 新治郡井関村御検野帳 冊の内

― ｟検地帳断片｠

享和 ・ 井関村田方御案内順帳 第 冊

明和 ・ 井関村田方御案内車田帳 壱

享和 ・ 井関村田方御案内順帳 第 冊

享和 ・ 井関村田方御案内順帳 第 冊

享和 ・ 井関村田方御案内順帳 第 冊

文化 ・ 井関村田方新開御案内順帳

嘉永 新治郡井関村田方順帳 冊の内

嘉永 ・ 新治郡井関村田方順帳 冊の内

嘉永 ・ 新治郡井関村畠方順帳 冊の内

嘉永 ・ 新治郡井関村畠方順帳 冊の内

嘉永 ・ 新治郡井関村新田順帳

天保 ・ 常陸国新治郡井関村見取帳

万延 井関村畑新開発丑辻帳

万延 井関村田畑新開発出辻帳

天保 ・ 井関村田畑改名寄帳 八木組

天保 ・ 井関村田畑改名寄帳 代田組

明治 ・ 井関村農居屋敷当壬申四壁引名寄帳 冊の

明治 ｟名寄帳｠ 井関村

明治 ｟名寄帳｠ 中台組

― 台組名寄帳

天明 本郷定無水（反別書上）

文化 ・ 井関村本郷分畠方白打当未改帳

文化 ・ 井関村本郷分畠方白打立場当子改帳

嘉永 ・ 井関村畠方酉水腐改帳

嘉永 井関村田方寅水腐改帳

慶応 井関村辰田畑水冠改書上下帳 ③

慶応 井関村辰田方水損字附書上下帳 ④

明治 ・ 井関村巳田方惣毛水損字改下帳

明治 ・ 井関村午田方水腐畠屋敷共字附書上帳 ①

明治 ・ 井関村田方水腐字附書上下帳

安政 ・ 大風ﾆ付御立山風折并潰家破損筭書上帳

承応 ・ 井関村巳御年貢可納取付之事

承応 ・ 井関村午御年貢可納取付之事

明暦 ・ 井関村未御年貢可納取付之事

明暦 ・ 井関村申御年貢可納取付之事

明暦 ・ 井関村酉御年貢可納取付之事

万治 ・ 井関村戌御年貢可納取付之事

万治 ・ 井関村子御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村丑御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村寅御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村卯御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村辰御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村巳御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村午御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村未御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村申御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村酉御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村戌御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村亥御年貢可納取付之事

寛文 ・ 井関村子御年貢可納取付之事

延宝 ・ 井関村丑御年貢可納取付事

延宝 井関村寅御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村卯御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村辰御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村巳御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村午御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村未御年貢可納取付事

延宝 ・ 井関村申御年貢可納取付事

天和 ・ 井関村酉御年貢可納取付事

天和 ・ 井関村戌御年貢可納取付事

天和 ・ 井関村亥御年貢可納取付事

貞享 ・ 井関村子御年貢可納取付事

貞享 ・ 井関村丑御年貢可納取付事

貞享 ・ 井関村寅御年貢可納取付事

貞享 ・ 井関村卯御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村辰御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村巳御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村未御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村申御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村酉御年貢可納取付事

元禄 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村子御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村丑御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村寅御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村卯御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村辰御年貢可納取附事

元禄 ・ 井関村未御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村申御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村酉御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村亥御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村子御年貢可納取附事

宝永 井関村丑御年貢可納取附事

宝永 ・ 井関村寅御年貢可納取附事

正徳 ・ 井関村卯御年貢可納取附事

正徳 ・ 井関村辰御年貢可納取附事

正徳 ・ 井関村巳御年貢可納取附事

正徳 ・ 井関村午御年貢可納取附事

正徳 ・ 井関村未御年貢可納取附事

享保 ・ 井関村申御年貢可納取附事

享保 ・ 井関村酉御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村卯御年貢可納取附之事

     

 

 
関川地区の概要

関川地区は石岡市域南端、出島台地側に位置していま

す。近世（≒江戸時代）の石岡市域は、常陸府中藩や牛

久藩などの大名領、旗本領や天領など様々な支配が入り

組んでいます。その中で現在の関川地区、井関村と石川

村は唯二村の水戸藩領でした。

水戸藩関連文化財では、水戸藩 代藩主・徳川光圀に

縁がある盛賢寺阿弥陀堂（市指定有形文化財）や山崎の

鹿島神社があり、水戸藩の教育事業と関連する つの私

塾、長峰塾と楢山塾の存在も知られています。

史料の概要  
関川文書は井関村、石川村、そして市町村制施行後の

関川村で収集・作成された 点以上の文書で構成され

た史料群です。近世から近代への移行時に関川村役場に

集約され、図書館を経て、現在は文化振興課で管理して

います。最も古い文書は寛永 年（ ）の検地帳で、

水戸藩最初の全領検地で作成されたものです。最も新し

い文書は昭和 年（ ）の旧関川村役場事績簿です。

特に集中して残る時期は寛政期 ～ から明治

年代 ～ までです。

史料群の内容として最もよく残るものは、年貢割付状

や年貢輸送関連文書といった年貢関連文書です。その他、

村への通知を記録した御用留帳、国役などの臨時負担関

連文書、人別送り状など、村の運営に関する文書が総合

的に含まれています。

文化振興課では、令和 年度より関川文書の保存を目

的に薬剤によるくん蒸処理を実施しています。また、令

和 年 月より石岡市立ふるさと歴史館にて「関川文書

―石岡の中の水戸藩―」を開催しています。 
 
史料の評価

関川文書の中では寛永 年 の井関村の検地帳

が石岡市指定文化財になっています。また、地域の代表

的な近世文書の一つとして『石岡市史 中巻Ⅰ』に年貢

関係文書など 点が掲載されています。

『石岡市史 下巻』には、正保 年（ ）から明治

年（ ）まで残る石川村の年貢割付状から年貢率及

び年貢高の変遷がまとめられ、近世を通しての農村部の

変化が追えます。また、人別増減改帳を用いた寛政期石

川村の人口流出の分析や、支配金貸出帳を用いた文化期

以降の井関村における水戸藩の農村救済事業の利用状況

分析もあります。農村荒廃の進行による農村生活の困窮

具合が示されるとともに、水戸藩が行った救済事業の現

場での効果もわかります。農村部の細部がわかるものと

しては、人別送り状を用いた寛政期以降の井関村婚姻圏

の分析があり注目されます。

その他に関川文書の注目される史料としては、水害に

際し作成された水腐改帳があります。井関村は嘉永 年

（ ）以降 冊、石川村は天明 年（ ）以降

冊残ります。近世後期は天候不順や災害が頻発し水戸藩

の各地でも被害が出ていますが、水腐改帳は井関村・石

川村も度々影響を受けていたことを示しています。また、

石川村の穀物備蓄事業の帳簿が文政 年（ ）から明

治 年（ ）まで残り、また天保 年（ ）に実施

された水戸藩天保検地の野帳や実施前に行われた村方と

の調整関連文書もみられます。農村部の困窮に対して水

戸藩は寛政期以降に郡制度改革や大規模検地による年貢

体制の見直しなどを実施し救済を図りますが、穀物の備

蓄事業や天保検地に関連する史料はそうした水戸藩の救

済事業が井関村・石川村で実施されたことを示していま

す。

以上、関川文書は農村の詳細な姿と水戸藩の農村施策、

そしてそうした施策が実際の農村ではどのように受容さ

れ効果をもたらしたのかを教えてくれます。 
 

参考文献

石岡市史編さん委員会 『石岡市史』中巻Ⅰ

石岡市史編さん委員会 『石岡市史』下巻

野上 平 『水戸藩農村社会の史的展開』

仲田昭一 『水戸藩と領民』

磯田道史 「藩政改革の伝播―熊本藩宝暦改革と水戸藩寛政

改革」『日本研究』第 巻、国際日本研究センター

茨城県史編さん近世史第１部会 「水戸紀年」『茨城県史料』

近世政治編Ⅰ 第 刷

石岡市井関・石川 石岡市教育委員会 竹内 智晴

関川
せきかわ

文書
もんじょ

石岡の中の水戸藩資料
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享保 ・ 井関村辰御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村午御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村申御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村酉御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村卯御年貢可納取附之事

元文 ・ 井関村辰御年貢可納取附之事

元文 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

元文 ・ 井関村午御年貢可納取附之事

元文 ・ 井関村未御年貢可納取附之事

元文 ・ 井関村申御年貢可納取附之事

寛保 ・ 井関村酉御年貢可納取附之事

寛保 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

寛保 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

延享 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

延享 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

延享 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

延享 ・ 井関村卯御年貢可納取附之事

寛延 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

寛延 ・ 井関村午御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村申御年貢可納取附之事

宝暦 井関村酉御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村卯御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村辰御年貢可納取附事

宝暦 ・ 井関村巳御年貢可納取附事

宝暦 ・ 井関村午御年貢可納取附事

宝暦 ・ 井関村未御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村申御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村酉御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村亥御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村子御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村丑御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村寅御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村卯御年貢可納取附事

安永 ・ 井関村巳御年貢可納取附事

安永 ・ 井関村申御年貢可納取附事

安永 ・ 井関村酉御年貢可納取附事

安永 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

安永 ・ 井関村亥御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村寅御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村卯御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村辰御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村巳御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村午御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村未御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村申御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村酉御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村亥御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村子御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村丑御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村寅御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村卯御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村辰御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村巳御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村午御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村未御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村申御年貢可納取附事

享和 ・ 井関村酉御年貢可納取附事

享和 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

享和 ・ 井関村亥御年貢可納取附事

文化 ・ 井関村子御年貢可納取附事

文化 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村卯御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村辰御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村午御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村申御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村酉御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村辰御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村午御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村未御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村申御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村酉御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

天保 ・ 井関村卯御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村巳御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村午御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村未御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村辰御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村申御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村酉御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村戌御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村亥御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村子御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村丑御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村寅御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村卯御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村辰御年貢可納取付之事

弘化 ・ 井関村巳御年貢可納取付之事

弘化 ・ 井関村午御年貢可納取付之事
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弘化 ・ 井関村未御年貢可納取付之事

嘉永 ・ 井関村申御年貢可納取附之書

嘉永 ・ 井関村酉御年貢可納取附之書

嘉永 ・ 井関村戌御年貢可納取附之書

嘉永 ・ 井関村亥御年貢可納取附之書

嘉永 ・ 井関村子御年貢可納取附之書

嘉永 ・ 井関村丑御年貢可納取附之書

嘉永 ・ 井関村寅御年貢可納取附之書

安政 ・ 井関村卯御年貢可納取附之書

安政 ・ 井関村辰御年貢可納取附之書

安政 ・ 井関村巳御年貢可納取附之書

安政 ・ 井関村午御年貢可納取附之書

安政 ・ 井関村未御年貢可納取附之書

万延 ・ 井関村申御年貢可納取附之書

文久 ・ 井関村酉御年貢可納取附之書

文久 ・ 井関村戌御年貢可納取附之書

文久 ・ 井関村亥御年貢可納取附之書

元治 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

慶応 ・ 井関村丑御年貢可納取附之書

慶応 ・ 井関村寅御年貢可納取附之書

慶応 ・ 井関村卯御年貢可納取附之書

明治 ・ 井関村辰御年貢可納取附之書

明治 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

天保 ・ 卯御城米船賃勘定帳 ④

天保 ・ 巳御城米船賃勘定帳 ②

天保 ・ 丑御城米船賃帳 ⑤

天保 ・ 井関村辰御城米運賃留帳 ②

天保 ・ 井関村辰御城米舩積判取帳 ③

天保 ・ 井関村辰御城米舩積帳 ④

天保 ・ 井関村辰御城米舩積組々突合帳 ⑤

天保 ・ 辰御城米船賃受帳 ③

天保 ・ 御城米舩積帳 ①

弘化 ・ 井関村巳御城米舩積帳 ②

弘化 ・ 御城米舩積帳 ①

弘化 ・ 井関村巳御城米舩積組々突合帳 ③

弘化 ・ 井関村巳御城米舩積判取帳 ④

弘化 ・ 井関村巳御城米運賃留帳 ⑤

弘化 ・ （御城米請取之）覚 ⑥

弘化 ・ （御城米運賃請取之）覚 ⑦

弘化 ・ （御城米運賃請取之）覚 ⑧

弘化 ・ 井関村未御城米船積帳

弘化 ・ 井関村未御城米船積判取帳

弘化 ・ 井関村未御城米船積組々突合帳

弘化 ・ 井関村未御城米運賃渡控帳

明治 井関村巳午未 年分御城米勘定残米割返帳

文化 井関村諸御用留帳

文化 井関村御用留帳

文化 井関村諸御用留帳

文化 井関村諸御用留帳

文化 井関村諸御用留帳

文化 井関村諸御用留帳

文化 井関村諸御用留帳

文化 井関村諸御用留帳

文政 井関村諸御用留帳

文政 井関村諸御用留帳

文政 ・ 井関村諸御用留帳

文政 井関村諸御用留帳

文政 井関村諸御用留帳

文政 井関村諸御用留帳

文政 井関村諸御用留帳

文政 井関村諸御用留帳

文政 井関村諸御用留帳

天保 井関村諸御用留帳

天保 井関村諸御用留帳

天保 井関村諸御用留帳

天保 井関村諸御用留帳

天保 井関村諸御用留帳

天保 井関村諸御用留帳

天保 井関村諸御用留帳

天保 井関村諸御用留帳

天保 井関村御用留帳

弘化 井関村御用留帳

弘化 井関村御用留帳

弘化 井関村御用留帳

嘉永 井関村御用留帳

嘉永 井関村御用留帳

安政 井関村御用留帳

安政 井関村御用留帳

安政 ・ 井関村御用留帳

安政 井関村御用留帳

文久 ・ 井関村御用留帳

慶応 ・ 井関村卯御用留帳

慶応 ・ 井関村御用留簿

明治 ・ 井関村御用留控帳

明治 ・ 井関村御用留帳

明治 ｟御用留｠

― ｟井関村御用留帳｠

― ｟井関村御用留帳｠

文政 ・ 新治郡井関村子惣人別改元帳 井関組控

天保 井関村午惣人別改元帳 八木組

天保 新治郡井関村子惣人別改元帳 八木組控

弘化 新治郡井関村午惣人別改元帳 代田組控 冊の内

弘化 ・ 新治郡井関村午惣人別改元帳 井関組控

嘉永 ・ 新治郡井関村子惣人別改元帳 八木組控 冊の内

安政 ・ 新治郡井関村午惣人別改元帳 井関組控 冊の内

安政 ・ 新治郡井関村午惣人別改元帳 八木組控 冊の内

明治 新治郡井関村午惣人別改元帳 八木組 冊の内

文化 ｟人別改帳｠

天保 ・ 井関村寺社人別書上帳 控

嘉永 ・ 新治郡井関村寺社人別書上帳

寛政 ｟井関村人別送り書付｠

寛政 ・ （井関村）人別送書付

寛政 井関村人別證拠

享和 ・ 井関村人別送り請取書付入

享和 人別送り状

享和 ｟人別送り書付｠

享和 ・ 人別送り書付

文化 ｟人別送り状｠

文化 ・ 井関村人別送受取書

文化 ・ 井関村人別出入書付

文化 ・ ～ ・ 井関村人別出入請取書付入

文化 ・ 人別送り

享保 ・ 井関村辰御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村午御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村申御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村酉御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

享保 ・ 井関村卯御年貢可納取附之事

元文 ・ 井関村辰御年貢可納取附之事

元文 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

元文 ・ 井関村午御年貢可納取附之事

元文 ・ 井関村未御年貢可納取附之事

元文 ・ 井関村申御年貢可納取附之事

寛保 ・ 井関村酉御年貢可納取附之事

寛保 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

寛保 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

延享 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

延享 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

延享 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

延享 ・ 井関村卯御年貢可納取附之事

寛延 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

寛延 ・ 井関村午御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村申御年貢可納取附之事

宝暦 井関村酉御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村卯御年貢可納取附之事

宝暦 ・ 井関村辰御年貢可納取附事

宝暦 ・ 井関村巳御年貢可納取附事

宝暦 ・ 井関村午御年貢可納取附事

宝暦 ・ 井関村未御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村申御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村酉御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村亥御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村子御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村丑御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村寅御年貢可納取附事

明和 ・ 井関村卯御年貢可納取附事

安永 ・ 井関村巳御年貢可納取附事

安永 ・ 井関村申御年貢可納取附事

安永 ・ 井関村酉御年貢可納取附事

安永 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

安永 ・ 井関村亥御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村寅御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村卯御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村辰御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村巳御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村午御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村未御年貢可納取附事

天明 ・ 井関村申御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村酉御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村亥御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村子御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村丑御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村寅御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村卯御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村辰御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村巳御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村午御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村未御年貢可納取附事

寛政 ・ 井関村申御年貢可納取附事

享和 ・ 井関村酉御年貢可納取附事

享和 ・ 井関村戌御年貢可納取附事

享和 ・ 井関村亥御年貢可納取附事

文化 ・ 井関村子御年貢可納取附事

文化 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村卯御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村辰御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村午御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村申御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村酉御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村子御年貢可納取附之事

文化 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村辰御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村巳御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村午御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村未御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村申御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村酉御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村戌御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村亥御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村丑御年貢可納取附之事

文政 ・ 井関村寅御年貢可納取附之事

天保 ・ 井関村卯御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村巳御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村午御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村未御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村辰御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村申御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村酉御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村戌御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村亥御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村子御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村丑御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村寅御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村卯御年貢可納取付之事

天保 ・ 井関村辰御年貢可納取付之事

弘化 ・ 井関村巳御年貢可納取付之事

弘化 ・ 井関村午御年貢可納取付之事
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文化 ・ 林平右エ門母さの小川村へ人別

文化 ・ 文化 年 月改人別送り并請取

文化 ・ （井関村）人別送り書付

文化 ・ 井関村人別送り書付

文化 ・ 井関村人別送請取書

文化 井関村人別送り書付

文化 ・ 井関村人別送り證拠書附入

文化 ・ 人別送り

文政 ・ 井関村人別出入書付

― 井関村人別書付入

文政 ・ 井関村人別送受取書付

文政 ・ 井関村人別出入書付

文化 ・ 井関村人別證拠

文政 井関村人別証拠

文政 ・ 井関村人別證拠

文政 ・ 井関村人別證拠

文政 ・ 井関村人別證拠

天保 ・ 井関村人別卯證拠

天保 ・ 井関村人別送り受取書附

天保 ・ 井関村人別送り書附

天保 井関村酉改人別証拠

天保 人別証拠

天保 ・ 井関村人別送證拠

天保 ・ 井関村人別証拠

弘化 ・ 井関村人別送り請取證拠書付

弘化 ・ 人別并諸指銭證拠入

嘉永 ・ 井関村人別送請取書付

嘉永 ・ 申年分井関村人別出入書付

嘉永 ・ 井関村酉人別送り書付

嘉永 ・ ｟井関村人別送り書付｠

嘉永 ・ 井関村人別證拠書付入

嘉永 ・ 井関村寅改人別出入書付

安政 井関村卯改人別証拠

安政 人別証拠

安政 ・ 井関村午人別証拠書付入

万延 ・ 井関村申人別証書類

文久 酉年人別証拠

文久 井関村酉人別證拠書付

文久 ・ ～ ・ 井関村諸証拠類

慶応 ｟井関村人別送り書付｠

慶応 ・ （井関村）人別証拠

慶応 ～ 井関村去寅人別出入証拠

― ｟井関村人別出入書付｠

文政 人別出入手形綴

嘉永 ～明治 浮役諸控

文化 ～天保 井関村竹割控

文化 ・ 朝鮮人来聘國役金取玄帳

文化 ・ 御帰国御用金面付書上帳

天保 ・ 殿様御帰国ﾆ付小川詰人足割帳

慶応 ・ 中納言様御入国ﾆ付小幡人足買上取玄帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 井関村支配金貸出帳

天保 井関村支配金貸出帳

天保 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

弘化 ・ 井関村支配金貸出帳

弘化 ・ 井関村支配金貸出帳

弘化 ・ 井関村支配金貸出帳

弘化 ・ 井関村支配金貸出帳

嘉永 ・ 井関村支配金貸出帳

明治 ・ 井関村稗貸出ｼ面附帳 ③

明治 ・ 種籾貸出面附帳 ④

明治 ・ 井関村御拝借稗困窮人江 ヶ年賦貸出面附元帳 ⑤

明治 ・ 井関組年賦稗御返納種籾御返納斗玄帳 ⑥

明治 ・ 御拝借稗惣窮人共江貸出面附控帳 ②

明治 ・ 井関村被下稗割渡調 ①

明治 ・ 御拝借種籾貸出ｼ面附帳 ⑦

明治 ・ 稗俵附揚請帳
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表 2.関川文書 石川村関連文書（一部抜粋） 
年年代代 標標題題 番番号号 備備考考

寛永 ・ 常陸国新治郡石川村御検地水帳

寛永 ・ 御検地水帳

寛永 ・ 常陸国新治郡石川村御検地水帳 田方順帳

享保 ・ 石川村巳御検地書抜帳

明治 常陸国新治郡南石川村御検地帳 天保検地写し

天保 ・ 新治郡石川村御検地野帳

天保 ・ 新治郡石川村御検地野帳

天保 ・ 新治郡石川村御検地野帳

天保 ・ 新治郡石川村御検地野帳

寛政 ・ 石川村本郷分田方順帳

寛政 ・ 石川村本郷分田方順帳

寛政 ・ 石川村本郷分田方順帳

寛政 ・ 石川村田方御案内帳 ① 田畠成替分

寛政 石川村新田分田方順帳

文化 ・ 南石川村本郷分畠田当子改帳 ②

文化 ・ 南石川村本郷分畑田ﾆ成、当巳改帳 ③

文化 ・ 石川村本郷分見分案内帳

文化 ・ 畑方順帳

文化 ・ 石川村本郷分畠方案内順帳

文化 ・ 石川村本郷分畠方案内順帳

文化 ・ 石川村本郷分畠方案内順帳

文化 ・ 石川村本郷分畠方案内順帳

文化 ・ 石川村新田分畠方案内順帳

文化 ・ 石川村本郷分畠田当戌改帳 ①

文化 ・ 石川村本郷分畠田当丑改帳 ②

弘化 ・ 石川村田畠荒地開発并屋敷替改書上帳

嘉永 ・ 石川村新田分田方字附書上下帳

嘉永 ・ 石川村荒地開発願書上帳 ①

嘉永 ・ 石川村荒地開発・田畠成替・新田浮流願書上帳下帳 ②

嘉永 ・ 石川村荒地開発願書上帳 ③

安政 ・ 新開発改書上下帳

文久 ・ 石川村田畑新開相改書上帳

― 原野無願開墾取調帳

天保 ・ 石川村分附山野銭名寄帳

天保 ・ 石川村田畠持髙名寄帳

天保 ・ 南石川村田畠持高名寄帳

明治 ・ 石川村分附山貢永名寄帳

慶安 ・ 石川村子新池代半溜土手代江代白打改帳 ①

元禄 ・ 石川村溜池代改帳 ②

元禄 ・ 石川村溜池代替改帳

正徳 ・ 石川村池代永引卯改帳 ③

正徳 ・ 石川村半郷田方巳土手代改帳 ④

享保 ・ 南石川村道代永引改帳 ④

寛延 ・ 石川村御立山町歩并立木年数御改書上帳

宝暦 ・ 石川村本郷田方之内当巳白打改帳 ③

天明 ・ 石川村本郷分田方白打当午永引改帳 ②

寛政 ・ 石川村本郷田方永引当酉改帳 ①

文化 ・ 新治郡石川村分附山帳

文化 ・ 石川村本郷分畠方川欠白打当未改帳 ⑤

天明 ・ 石川村畠方水腐御案内帳

天明 ・ 石川村畠方水腐御案内帳 ③

文化 ・ 石川村水腐田方夫金御免改帳

文化 ・ 石川村田畠水腐当申歩当改帳 ②

天保 ・ 石川村水押畠方歩当改帳

弘化 ・ 石川村田畠水冠字附書上帳

嘉永 ・ 石川村畠方酉水腐改帳 ②

嘉永 ・ 石川村田方酉水腐改帳 ③

安政 ・ 水腐ﾆ而御見切頂戴ﾆ付引方勘定帳

万延 ・ 石川村當申田方水腐相改書上帳 ①

明治 ・ 石川村巳田方水腐御引方小割付帳

明治 ・ 石川村巳水腐風当見切引方書抜帳

明治 ・壬 石川村午本郷新田水腐御引方勘定帳

明治 ・ ｟去ﾙ午年水腐之絵図｠

正保 ・ 石川村酉御年貢可納取付之事

正保 ・ 石川村戌之御年貢可納取付

正保 ・ 石川村亥年貢可納取付

慶安 ・ 石川村子御年貢可納取付之事

慶安 ・ 石川村丑御年貢可納取付之事

慶安 ・ 石川村寅御年貢可納取付之事

慶安 ・ 石川村卯御年貢可納取付之事

承応 ・ 石川村巳御年貢可納取付之事

承応 ・ 石川村午御年貢可納取付之事

明暦 ・ 石川村未御年貢可納取付之事

明暦 ・ 石川村申之御年貢可納取付之事

明暦 ・ 南石川村酉御年貢可納取付之事

万治 ・ 石川村戌之御年貢可納取付之事

万治 ・ 南石川村亥之御年貢可納取付之事

万治 ・ 石川村子之御年貢可納取付之事

寛文 ・ 南石川村丑之御年貢可納取付之事

寛文 ・ 石川村寅之御年貢可納取付之事

寛文 ・ 石川村卯之御年貢可納取付之事

寛文 ・ 石川村辰之御年貢可納取付之事

寛文 ・ 石川村巳御年貢可納取付之事

寛文 ・ 石川村 之御年貢可納取付之事

寛文 ・ 石川村未之御年貢可納取付之事

寛文 ・ 石川村申之御年貢可納取付之事

寛文 ・閏 南石川村酉之御年貢可納取付之事

寛文 ・ 南石川村戌御年貢可納取付之事

寛文 ・ 石川村亥御年貢可納取付之事

寛文 ・ 石川村子御年貢可納取付之事

延宝 ・ 石川村丑御年貢可納取付之事

延宝 石川村寅御年貢可納取付之事

延宝 ・ 南石川村卯御年貢可納取付之事

延宝 ・ 南石川村辰御年貢可納取付之事

延宝 ・ 南石川村巳御年貢可納取付之事

延宝 ・ 南石川村午御年貢可納取付之事

延宝 ・ 石川村未御年貢可納取付之事

延宝 ・ 石川村申御年貢可納取付之事

正徳 ・ 南石川村卯御年貢可納取附之事

正徳 ・ 石川村辰御年貢可納取付之事

正徳 ・ 南石川村巳御年貢可納取付之事

正徳 ・ 南石川村午御年貢可納取付之事

正徳 ・ 南石川村未御年貢可納取附之事

文化 ・ 林平右エ門母さの小川村へ人別

文化 ・ 文化 年 月改人別送り并請取

文化 ・ （井関村）人別送り書付

文化 ・ 井関村人別送り書付

文化 ・ 井関村人別送請取書

文化 井関村人別送り書付

文化 ・ 井関村人別送り證拠書附入

文化 ・ 人別送り

文政 ・ 井関村人別出入書付

― 井関村人別書付入

文政 ・ 井関村人別送受取書付

文政 ・ 井関村人別出入書付

文化 ・ 井関村人別證拠

文政 井関村人別証拠

文政 ・ 井関村人別證拠

文政 ・ 井関村人別證拠

文政 ・ 井関村人別證拠

天保 ・ 井関村人別卯證拠

天保 ・ 井関村人別送り受取書附

天保 ・ 井関村人別送り書附

天保 井関村酉改人別証拠

天保 人別証拠

天保 ・ 井関村人別送證拠

天保 ・ 井関村人別証拠

弘化 ・ 井関村人別送り請取證拠書付

弘化 ・ 人別并諸指銭證拠入

嘉永 ・ 井関村人別送請取書付

嘉永 ・ 申年分井関村人別出入書付

嘉永 ・ 井関村酉人別送り書付

嘉永 ・ ｟井関村人別送り書付｠

嘉永 ・ 井関村人別證拠書付入

嘉永 ・ 井関村寅改人別出入書付

安政 井関村卯改人別証拠

安政 人別証拠

安政 ・ 井関村午人別証拠書付入

万延 ・ 井関村申人別証書類

文久 酉年人別証拠

文久 井関村酉人別證拠書付

文久 ・ ～ ・ 井関村諸証拠類

慶応 ｟井関村人別送り書付｠

慶応 ・ （井関村）人別証拠

慶応 ～ 井関村去寅人別出入証拠

― ｟井関村人別出入書付｠

文政 人別出入手形綴

嘉永 ～明治 浮役諸控

文化 ～天保 井関村竹割控

文化 ・ 朝鮮人来聘國役金取玄帳

文化 ・ 御帰国御用金面付書上帳

天保 ・ 殿様御帰国ﾆ付小川詰人足割帳

慶応 ・ 中納言様御入国ﾆ付小幡人足買上取玄帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文化 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

文政 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 井関村支配金貸出帳

天保 井関村支配金貸出帳

天保 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

天保 井関村支配金貸出帳

天保 ・ 井関村支配金貸出帳

弘化 ・ 井関村支配金貸出帳

弘化 ・ 井関村支配金貸出帳

弘化 ・ 井関村支配金貸出帳

弘化 ・ 井関村支配金貸出帳

嘉永 ・ 井関村支配金貸出帳

明治 ・ 井関村稗貸出ｼ面附帳 ③

明治 ・ 種籾貸出面附帳 ④

明治 ・ 井関村御拝借稗困窮人江 ヶ年賦貸出面附元帳 ⑤

明治 ・ 井関組年賦稗御返納種籾御返納斗玄帳 ⑥

明治 ・ 御拝借稗惣窮人共江貸出面附控帳 ②

明治 ・ 井関村被下稗割渡調 ①

明治 ・ 御拝借種籾貸出ｼ面附帳 ⑦

明治 ・ 稗俵附揚請帳
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寛保 ・ 石川村酉御年貢可納取附之事

寛保 ・ 石川村戌御年貢可納取附之事

寛保 ・ 石川村亥御年貢可納取附之事

天保 ・ 南石川村卯御年貢可納取附之事

天保 ・ 南石川村辰御年貢可納取付之事

天保 ・ 石川村巳御年貢可納取附之事

天保 ・ 南石川村午御年貢可納取付之事

天保 ・ 石川村未御年貢可納取付之事

天保 ・ 南石川村申御年貢可納取付之事

天保 ・ 石川村酉御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村戌御年貢可納取付之事

天保 ・ 石川村亥御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村子御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村丑御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村寅御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村卯御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村辰御年貢可納取附之事

弘化 ・ 石川村巳御年貢可納取附之事

弘化 ・ 石川村午御年貢可納取附之事

弘化 ・ 石川村未御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村申御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村酉御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村戌御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村亥御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村子御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村丑御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村寅御年貢可納取附之事

安政 ・ 石川村御年貢可納取附之事

安政 ・ 石川村辰御年貢可納取附之事

安政 ・ 石川村巳御年貢可納取附之事

安政 ・ 石川村午御年貢可納取附之事

安政 ・ 石川村未御年貢可納取附之事

万延 ・ 石川村申御年貢可納取附之事

文久 ・ 石川村酉御年貢可納取附之事

文久 ・ 南石川村戌御年貢可納取付之事

文久 ・ 石川村亥御年貢可納取附之事

元治 ・ 南石川村子御年貢可納取附之事

慶応 ・ 石川村丑御年貢可納取附之事

慶応 ・ 石川村寅御年貢可納取附之事

慶応 ・ 石川村卯御年貢可納取附之事

明治 ・ 石川村辰御年貢可納取附之事

明治 ・ 石川村巳御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村御城米并御物成大豆取立帳

弘化 ・ 石川村巳御城米取立帳

安政 ・ 石川村卯御城米取立帳

元治 ・ 石川村子御城米取立帳

慶応 ・ 石川村丑御城米取立帳 ①

慶応 ・ 石川村御城米取立帳 ②

慶応 ・ 石川村御城米取立帳 ③

天保 ・ 石川村御城米大豆取立船賃勘定帳

弘化 ・ 石川村御城米取立船賃勘定帳

嘉永 ・ 石川村子御城米運賃勘定帳

天保 ・ 石川村御城米年々仕訳帳

安政 御城米年々取調書上帳

安政 ・ 御城米年々過不足勘定帳

慶応 ・ 卯年より御城米勘定年年々取調帳

天保 ・ 御城米積立并運賃帳 ⑧

天保 ・ 亥御城米積立帳 ⑤

弘化 ・ 巳御城米船積帳 ①

弘化 ・ 御城米積立帳 ⑦

嘉永 ・ 申御城米積立帳 ⑥

安政 ・ 未御城米積立帳 ①

慶応 ・ 御城米積立帳 ③

慶応 ・ 御城米積立帳 ④

明治 ・ 石川村御城米積立帳 ②

天保 ・ 酉御城米請取通帳

享和 ｟石川村御用留帳｠

享和 子御用留帳

文化 御用留帳

文化 ｟石川村御用留帳｠

文化 申御用留帳

嘉永 ・ 御配符留帳

安政 ・ 石川村御配符留帳

文久 ・ 御用御配符留帳

慶応 ・ 石川村寅御配符留帳

明治 ・ 御用御配符留帳

嘉永 ・ 議定書（村方風儀改革ﾆﾂｷ）

文化 ・ 石川村子人別并馬改元帳

天保 ・ 石川村子惣人別馬改帳

弘化 ・ 石川村午惣人別並馬改帳 壱

弘化 ・ 石川村午惣人別並馬改帳 弍

弘化 ・ 石川村午惣人別并馬改帳 参

嘉永 ・ 石川村子惣人別并馬改帳（三） ①

嘉永 ・ 石川村子惣人別并馬改帳（四） ②

安政 ・ 石川村子惣人別並馬改帳（一）

元治 ・ 石川村子惣人別并馬改帳 ④

元治 ・ 石川村子惣人別并馬改帳 ③

元治 ・ 石川村子惣人別并馬改帳 ②

元治 ・ 石川村子惣人別并馬改帳 ①

明治 ・ 南石川村午惣人別并馬改帳

明治 ・ 南石川村午惣人別并馬改帳

明治 ・ 南石川村午惣人別并馬改帳

明治 ・ 南石川村午惣人別并馬改帳

寛政 ・ ｟人別増減改帳｠

安政 ・ 石川村名面改書上帳

天保 ・ 下利根川水行値御普請諸懸并土浦銭亀郡役橋懸

金取立帳
天保 ～明治 竹割勘定控

天保 ・ 南石川村戌浮役金取立帳

慶応 ・ 石川村丑浮役取立元帳

万延 ・ 分附山野銭并見取帳 ④

天保 分附山帳 ⑤

文化 ・ 御収納金通帳

天保 ・ 亥御収納金請取帳

嘉永 ・ 御収納金取立帳

安政 御収納金通帳

万延 ・ 御収納通帳

万延 ・ 申御収納通

元治 ・ 金銭御収納御通
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元治 ・ 御収納取立帳（拝借金） ①

慶応 ・ 御収納取立帳 ②

慶応 ・ 御収納通帳

慶応 ・ 御収納通帳

慶応 ・ 御収納金請取帳

慶応 ・ 御収納通帳

慶応 ・ 御収納通帳

慶応 ・ 御収納金銭取立納控帳

慶応 ・ 御収納金銀通帳

文政 ・ 小石川御殿御焼失ﾆ付償金割并取立帳

文政 ・ 小石川御殿御焼失ﾆ付償金割并取立帳

弘化 ・ 石川村日光償金割取立帳

安政 ・ 異船渡来ﾆ付御軍用御金上金留

安政 ・ 中納言慶篤公様御帰国ﾆ付冥加金献納書上帳

慶応 ・ 献納金并調達金請取調

文化 ・ 源武公様御通棺小幡詰人馬賃銭割元帳

文政 ・ 哀公様御通棺之節小幡詰人足賃割帳

天保 ・ 御帰国ﾆ付小幡詰人馬賃銭割帳

嘉永 ・ 石川村亥諸御用人馬書上帳

安政 ・ 小石川御手伝人足割合帳

元治 ・ 石川村子非常人足書上帳

文政 ・ 土浦銭亀・中津川郡役橋懸、取立帳

天保 ・ 土浦銭亀・簀子・桜川郡橋懸替金取立帳 ⑤

安政 ・ 土浦銭亀橋并玉里村溜池掛、割合元帳

安政 ・ 井関・下玉里両邨溜池堀費并当村風祭諸入用割合帳

天保 ・ 御救被下金留帳

文政 ・ 石川村溜穀年々改帳

天保 ・ 石川村溜穀元帳

天保 ・ 拝借金并村穀組分改帳

弘化 ・ 拝借米并村穀年々改帳

文久 溜穀籾稗取調書上帳

天保 ・ 石川村卯御買上稗取立帳

天保 ・ 石川村辰御買上稗斗立帳

天保 ・ 石川村稗面付書上帳

天保 ・ 辰御稗請取帳

嘉永 ・ ～ ・ 酉御稗請取帳

嘉永 ・ 亥御稗請取帳

明治 集穀之儀ﾆ付諸書上控

文政 ・ 石川分村金貸出帳

天保 ・ ～

弘化
拝借金元帳

弘化 ・ ～

安政
拝借金元帳

万延 ・ 拝借米貸出改帳 ③

天保 ・ 拝借金戌取立帳

弘化 ・ 拝借金年々取立帳

弘化 ・ 未拝借金取立帳

嘉永 ・ 拝借金丑取立帳

安政 ・ 拝借金卯取立帳

安政 ・ 拝借金辰取立帳

文政 ・

～明治

拝借金納済指引帳

安政 ・ 髙崎・髙浜・石川・三村四ヶ村図面

― ｟新治郡石川村全図｠

明治 原平・西平新開絵図

嘉永 ・ 石川・宍倉村境絵図

 

 

 

 

 

 

 

 

寛保 ・ 石川村酉御年貢可納取附之事

寛保 ・ 石川村戌御年貢可納取附之事

寛保 ・ 石川村亥御年貢可納取附之事

天保 ・ 南石川村卯御年貢可納取附之事

天保 ・ 南石川村辰御年貢可納取付之事

天保 ・ 石川村巳御年貢可納取附之事

天保 ・ 南石川村午御年貢可納取付之事

天保 ・ 石川村未御年貢可納取付之事

天保 ・ 南石川村申御年貢可納取付之事

天保 ・ 石川村酉御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村戌御年貢可納取付之事

天保 ・ 石川村亥御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村子御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村丑御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村寅御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村卯御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村辰御年貢可納取附之事

弘化 ・ 石川村巳御年貢可納取附之事

弘化 ・ 石川村午御年貢可納取附之事

弘化 ・ 石川村未御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村申御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村酉御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村戌御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村亥御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村子御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村丑御年貢可納取附之事

嘉永 ・ 石川村寅御年貢可納取附之事

安政 ・ 石川村御年貢可納取附之事

安政 ・ 石川村辰御年貢可納取附之事

安政 ・ 石川村巳御年貢可納取附之事

安政 ・ 石川村午御年貢可納取附之事

安政 ・ 石川村未御年貢可納取附之事

万延 ・ 石川村申御年貢可納取附之事

文久 ・ 石川村酉御年貢可納取附之事

文久 ・ 南石川村戌御年貢可納取付之事

文久 ・ 石川村亥御年貢可納取附之事

元治 ・ 南石川村子御年貢可納取附之事

慶応 ・ 石川村丑御年貢可納取附之事

慶応 ・ 石川村寅御年貢可納取附之事

慶応 ・ 石川村卯御年貢可納取附之事

明治 ・ 石川村辰御年貢可納取附之事

明治 ・ 石川村巳御年貢可納取附之事

天保 ・ 石川村御城米并御物成大豆取立帳

弘化 ・ 石川村巳御城米取立帳

安政 ・ 石川村卯御城米取立帳

元治 ・ 石川村子御城米取立帳

慶応 ・ 石川村丑御城米取立帳 ①

慶応 ・ 石川村御城米取立帳 ②

慶応 ・ 石川村御城米取立帳 ③

天保 ・ 石川村御城米大豆取立船賃勘定帳

弘化 ・ 石川村御城米取立船賃勘定帳

嘉永 ・ 石川村子御城米運賃勘定帳

天保 ・ 石川村御城米年々仕訳帳

安政 御城米年々取調書上帳

安政 ・ 御城米年々過不足勘定帳

慶応 ・ 卯年より御城米勘定年年々取調帳

天保 ・ 御城米積立并運賃帳 ⑧

天保 ・ 亥御城米積立帳 ⑤

弘化 ・ 巳御城米船積帳 ①

弘化 ・ 御城米積立帳 ⑦

嘉永 ・ 申御城米積立帳 ⑥

安政 ・ 未御城米積立帳 ①

慶応 ・ 御城米積立帳 ③

慶応 ・ 御城米積立帳 ④

明治 ・ 石川村御城米積立帳 ②

天保 ・ 酉御城米請取通帳

享和 ｟石川村御用留帳｠

享和 子御用留帳

文化 御用留帳

文化 ｟石川村御用留帳｠

文化 申御用留帳

嘉永 ・ 御配符留帳

安政 ・ 石川村御配符留帳

文久 ・ 御用御配符留帳

慶応 ・ 石川村寅御配符留帳

明治 ・ 御用御配符留帳

嘉永 ・ 議定書（村方風儀改革ﾆﾂｷ）

文化 ・ 石川村子人別并馬改元帳

天保 ・ 石川村子惣人別馬改帳

弘化 ・ 石川村午惣人別並馬改帳 壱

弘化 ・ 石川村午惣人別並馬改帳 弍

弘化 ・ 石川村午惣人別并馬改帳 参

嘉永 ・ 石川村子惣人別并馬改帳（三） ①

嘉永 ・ 石川村子惣人別并馬改帳（四） ②

安政 ・ 石川村子惣人別並馬改帳（一）

元治 ・ 石川村子惣人別并馬改帳 ④

元治 ・ 石川村子惣人別并馬改帳 ③

元治 ・ 石川村子惣人別并馬改帳 ②

元治 ・ 石川村子惣人別并馬改帳 ①

明治 ・ 南石川村午惣人別并馬改帳

明治 ・ 南石川村午惣人別并馬改帳

明治 ・ 南石川村午惣人別并馬改帳

明治 ・ 南石川村午惣人別并馬改帳

寛政 ・ ｟人別増減改帳｠

安政 ・ 石川村名面改書上帳

天保 ・ 下利根川水行値御普請諸懸并土浦銭亀郡役橋懸

金取立帳
天保 ～明治 竹割勘定控

天保 ・ 南石川村戌浮役金取立帳

慶応 ・ 石川村丑浮役取立元帳

万延 ・ 分附山野銭并見取帳 ④

天保 分附山帳 ⑤

文化 ・ 御収納金通帳

天保 ・ 亥御収納金請取帳

嘉永 ・ 御収納金取立帳

安政 御収納金通帳

万延 ・ 御収納通帳

万延 ・ 申御収納通

元治 ・ 金銭御収納御通
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行事の概要

常陸國總社宮祭礼の獅子・山車・ささら行事は、常陸

國總社宮の例大祭（石岡のおまつり）に伴って巡行する祭

礼風流の行事です。氏子の町内より、多数の獅子や山車

が曳き出されます。

獅子 道路に充満する魑魅魍魎を呪圧するため歩行し、

民家の悪魔払いもするという「行道獅子」です。獅子頭

の後ろに車輪付きの「獅子小屋（屋台）」がつき、幌が「獅

子小屋」を隠すように覆うことから「幌獅子」と呼ばれ

ます。小屋内部に囃子方を入れて行道する「屋台獅子」

の形態をとりますが、独自の形相をもっています。お囃

子に合わせて前方では獅子舞をしながら進んでいきます。

嘉永７年（ ）や安政３年（ ）の「香丸組御用留」

には、愛宕神社の祭礼風流として「土橋町の大獅子」が

記録されていて、今のところ史料的初見となります。

紀年銘から現在確認できる最古の獅子頭は仲之内の獅

子頭で、明治 年（ ）同町の福徳稲荷神社祭礼の際

に製作奉納されたものです。

明治 年（ ）以降土橋町・仲之内の獅子は神輿渡

御の露払いを務めていますが、後に他の町内も競って獅

子を出すようになります。令和元年現在では、 町内か

ら 台の幌獅子が出されています。

山車 二層から三層構造で、最上部には依り代となる人

形が乗り、中層が踊り舞台となり、「石岡囃子」と総称さ

れる山車囃子の演奏に伴い踊り手が踊りを行います。い

わゆる江戸型の山車ですが、舞台上では踊りと笛・鉦の

演奏のみで、太鼓は側面に組み立てられた場所で奏され

る独自なものとなっています。 
明治 年（ ）に建造された中町の江戸型山車を嚆

矢とします。それまで「踊屋台」はありましたが、人形

を依り代とする江戸型山車はありませんでした。以後、

明治 年（ ）の新年番制度の誕生とともに各町内も

競って山車を建造し、幌獅子とともに祭礼風流の主役と

なっていきます。令和元年現在では、 町内から 台

の山車が出されています。

ささら 一人立ちの３人１組からなる三匹獅子舞で、獅 
子頭をつけた３体の人形をそれぞれ２本の棒によって操 
る「棒ささら」です。人形は老獅子、雌獅子、若獅子と 

 
 
 
 
呼ばれ、老獅子と若獅子には２本の角があり、若獅子の

角には金箔が貼られています。 
ささらの頭は一般的には狛犬、鹿、猪、龍などをかた

どり、なかでも「狛犬型」が多く見られますが、本例は

「龍頭型」を呈しています。 
冨田町が有する全町内唯一の祭礼風流で、神輿渡御の

露払いを務めていますが、明和年間（ ）の祇園祭

りにおいてすでに神幸行列の先頭を務めており、青屋祭

りの先払いに起源を持つ可能性があります。 
現在のささらの製作年代は不明ですが、屋台前の角２

ヶ所にある擬宝珠には「嘉永二年 酉六月日冨田町」

と刻まれています。 
行事の評価

本行事は歴史的にみると、幌獅子が広く巡行されるよ

うになったのは明治 年以降、山車についても明治

年以降で、その後整備されてきた行事で歴史の古いもの

ではありません。また、天下祭りに代表される江戸の都

市祭礼の影響が随所にうかがわれ、その影響を受けなが

ら発展してきたものです。

しかし、江戸型山車においても踊りを主とし、太鼓を

側面に配するなど、「石岡的な変容」を行っています。そ

こに、きわめて独自な幌獅子や、在地性の強いささらが

融合し、地域固有な祭礼文化へと発展を遂げています。

また、土浦や小川、柿岡など、周辺の地域のお祭りや祭

囃子にも影響を与えているのも特徴で、独自のお祭り文

化圏を形成していて、この地方を代表する重要な行事と

言えます。

 
文献

金 賢貞 『「創られた伝統」と生きる』青弓社

木村竹次 「昭和の石岡の祭り」『写真集いしおか昭和の肖

像』写真に見る石岡の昭和史研究会

櫻井 明 「祭礼の伝承―常陸総社宮祭礼―」『常府石岡の

歴史』石岡市教育委員会

常陸國總社宮例大祭文化財指定検討協議会 『常陸國總社宮

例大祭（石岡のおまつり）の歴史と現況』石岡市

茂木 栄・島田 潔 「常陸国総社宮に関わる祭要素の持続
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造
で
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形が乗り、中層が踊り舞台となり、「石岡囃子」と総称さ

れる山車囃子の演奏に伴い踊り手が踊りを行います。い

わゆる江戸型の山車ですが、舞台上では踊りと笛・鉦の

演奏のみで、太鼓は側面に組み立てられた場所で奏され

る独自なものとなっています。 
明治 年（ ）に建造された中町の江戸型山車を嚆

矢とします。それまで「踊屋台」はありましたが、人形

を依り代とする江戸型山車はありませんでした。以後、

明治 年（ ）の新年番制度の誕生とともに各町内も

競って山車を建造し、幌獅子とともに祭礼風流の主役と

なっていきます。令和元年現在では、 町内から 台

の山車が出されています。

ささら 一人立ちの３人１組からなる三匹獅子舞で、獅 
子頭をつけた３体の人形をそれぞれ２本の棒によって操 
る「棒ささら」です。人形は老獅子、雌獅子、若獅子と 

 
 
 
 
呼ばれ、老獅子と若獅子には２本の角があり、若獅子の

角には金箔が貼られています。 
ささらの頭は一般的には狛犬、鹿、猪、龍などをかた

どり、なかでも「狛犬型」が多く見られますが、本例は

「龍頭型」を呈しています。 
冨田町が有する全町内唯一の祭礼風流で、神輿渡御の

露払いを務めていますが、明和年間（ ）の祇園祭

りにおいてすでに神幸行列の先頭を務めており、青屋祭

りの先払いに起源を持つ可能性があります。 
現在のささらの製作年代は不明ですが、屋台前の角２

ヶ所にある擬宝珠には「嘉永二年 酉六月日冨田町」

と刻まれています。 
行事の評価

本行事は歴史的にみると、幌獅子が広く巡行されるよ

うになったのは明治 年以降、山車についても明治

年以降で、その後整備されてきた行事で歴史の古いもの

ではありません。また、天下祭りに代表される江戸の都

市祭礼の影響が随所にうかがわれ、その影響を受けなが

ら発展してきたものです。

しかし、江戸型山車においても踊りを主とし、太鼓を

側面に配するなど、「石岡的な変容」を行っています。そ

こに、きわめて独自な幌獅子や、在地性の強いささらが

融合し、地域固有な祭礼文化へと発展を遂げています。

また、土浦や小川、柿岡など、周辺の地域のお祭りや祭

囃子にも影響を与えているのも特徴で、独自のお祭り文

化圏を形成していて、この地方を代表する重要な行事と

言えます。
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山車人形とささら

菅原道真[森木町] 桃太郎[大小路町] 弁財天[金丸町] 静御前[守横町] 楠木正成[冨田町]

神武天皇[青木町] ささら[冨田町] 武甕槌命[幸町]

仁徳天皇[國分町] 日本武尊[中町] 八幡太郎[若松町] 鍾馗[泉町] 聖徳太子[香丸町]
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『常陸國總社宮例大祭（石岡のおまつり）の歴史と現況－石岡のおまつり歴史実態調査報告書－』令和２年３月発行より作成
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石岡歴史年表

時代 年 日本の主なできごと 石岡の主なできごと

 旧石器 ・採集や狩りで生活する ・旧石器など

 時代 ・石器などがつくられる 　【下ノ宮遺跡・宮平遺跡・半田原遺跡・二子塚遺跡など】

 縄文 ・土器や石器，弓などを採集や狩り ・縄文土器や住居跡，貝塚など

 時代 　などで生活をする 　【三村地蔵窪貝塚・東大橋原遺跡・宮平遺跡・東田中遺跡など】

 弥生 200　 ・米作りが日本各地に広まる ・弥生土器や住居跡など

 時代 300　 ・卑弥呼が魏に使いを送る（２３９） 　【餓鬼塚遺跡・外山遺跡・宮平遺跡・新池台遺跡など】

 古墳 400　 ・大和朝廷の全国統一 ・初期の古墳が造られる【二子塚遺跡・丸山古墳など】

 時代 500　 　前方後円墳が全国に広がる ・大型古墳が造られる【舟塚山古墳・府中愛宕山古墳など】
・各地に古墳群や埴輪が作られる【西町古墳・丸山４号墳など】

 飛鳥 600　 ・聖徳太子が摂政になる（５９３） ・常陸国が誕生し，石岡地方は茨城郡となる
 時代 ・大化の改新（６４５） ・常陸国を治める役所国衙が石岡に置かれる【常陸国府跡】

700　 ・茨城郡を治める役所郡衙が茨城に置かれる【茨城廃寺跡】
 奈良 ・平城京（奈良）遷都（７１０） ・常陸国風土記がこの頃完成する
 時代 ・古事記，日本書記，万葉集ができる ・国分寺・国分尼寺の建設が始まる

・東大寺の大仏開眼式（７５２） 　【常陸国分寺・国分尼寺跡，瓦塚窯跡】
・蝦夷征討（東北地方の平定） ・蝦夷征討の基地となる【鹿の子遺跡・漆紙文書】

 平安 800　 ・平安京（京都）遷都（７９４） ・常陸國總社宮などの神社，西光院などの寺がこの頃できる
 時代 900　 ・武士団が各地に生まれる

・平将門の乱が起こる（９３５） ・平将門が，常陸国府を焼き国印などを奪う（９３９）
1000　 ・藤原道長が摂政となる（１０１６）
1100　 ・平清盛が太政大臣になる（１１６７）・源頼朝が，常陸国府に来て佐竹氏を攻める（１１８０）

 鎌倉 1200　 ・源頼朝が征夷大将軍となる ・馬場（大掾）資幹，府中の地頭を認められる（１２１４）
 時代 （１１９２） ・浄土真宗開祖親鸞が，石岡地方にも来訪する

1300　 ・鎌倉幕府が滅びる（１３３３） ・北朝方の佐竹氏が石岡城に迫る　国府原合戦（１３３７）
 室町 ・足利尊氏が征夷大将軍となる ・大掾高幹，北朝方に転じる（１３３８）
 時代 （１３３８） ・大掾詮国が旧国衙の地に府中城を築く（１３４６)

1400　 ・応仁の乱が起こる（１４６７）
1500　 〔戦国時代〕 ・太田資正（三楽斎），片野城に入る（１５６４）

 安土 ・織田信長が室町幕府を滅ぼす ・大掾清幹が佐竹氏に攻められ，大掾氏滅亡する（１５９０）
 桃山 （１５７３） 〔石岡地方は佐竹氏の完全な支配となる〕
 時代 ・豊臣秀吉が全国を統一する（１５９０） ・石岡地方にも検知が行われ，茨城郡から新治郡になる

1600　 ・関ヶ原の戦い（１６００） （１５９４）
 江戸 ・徳川家康が征夷大将軍となる ・六郷政乗が府中へ移る（１６０２）
 時代 （１６０３） ・片野城に滝川雄利が入る（１６０３）

・鎖国が完成する（１６４１） ・皆川広照が府中へ移る（１６２３）
・各地で新田の開発が行われる ・一里塚が主要街道に設けられる

1700　 ・徳川光圀の弟松平頼隆が府中松平藩主となる（１７００）
・国学や蘭学が盛んになる ・府中平村（現在の石岡の中心部）大火（１７２８）
・江戸を中心に町人の文化が栄える ・高浜・石川に河岸問屋組合が結成される（１７８２）

1800　 ・陣屋門が建てられる（１８２８）
・改革組合村柿岡五十三か村組合が成立する（１８２９）
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 江戸 ・ペリーが浦賀に来る（１８５３） ・都々一坊扇歌，府中平村にて亡くなる（１８５２）
 時代 ・安政の大獄・桜田門外の変（１８６０） ・佐久良東雄，桜田門外の変に連座して捕まり，獄で食を断

　ち亡くなる（１８６０）
・徳川慶喜が大政奉還をする（１８６７） ・天狗党事件，染谷や府中宿が焼打ちされる（１８６４）

 明治 ・明治維新，江戸を東京とする ・府中藩が石岡藩と名前を変え，府中平村も石岡と名前を変
 時代 （１８６８） 　える（１８６９）

・廃藩置県（１８７１） ・石岡地方は，新治県となる（１８７１）
・学制が公布される（１８７２） ・茨城，新治の両県を合併し，茨城県となる（１８７５）
・大日本帝国憲法が発布される ・石岡醤油醸造組合が設立される（１８８６）

（１８８９） ・石岡・高浜・柿岡町，関川・三村・園部・瓦会・林・恋瀬
　・葦穂・小幡・小桜村が誕生する（１８８９）
・この頃，各地に尋常小学校や高等小学校ができる
・石岡書籍館が創設される（１８８９）
・明治天皇，陸軍大演習のため，園部村に行幸（１８９０）

・日清戦争（１８９４～１８９５） ・石岡駅・高浜駅完成（１８９５）
1900　 ・日露戦争（１９０４～１９０５） ・真家信太郎，野菜促成栽培の試作に着手（１９０１）

・常陸國總社宮まつり年番制度確立（１９０２）
・国分寺から出火１５０戸焼失，仁王門など焼失（１９０８）

 大正 ・韓国併合（１９１０） ・新治郡立農学校（現石岡一高）創立（１９１０）
 時代 ・石岡に電灯がともる（１９１１）

・町立石岡実科高等女学校（現石岡二高）創立（１９１１）
・柿岡に地磁気観測所設置（１９１３）

・関東大震災が起こる（１９２３） ・羽成卯兵衛，八木干拓工事に着手（１９２０）
・普通選挙法公布（１９２５） ・町立石岡図書館となる（１９２３）

 昭和 ・石岡町大火，中町より出火約600戸全焼（１９２９）
 時代 ・満州事変（１９３１） ・鹿島参宮鉄道全線（石岡～鉾田）開通（１９２９）

・日中戦争（１９３７～１９４５） ・半ノ木に大日本飛行協会の中央滑空訓練所建設開始
・太平洋戦争（１９４１～１９４５） （１９４０）
・日本国憲法が公布される（１９４６）・小学校・中学校の開校（１９４７）
・義務教育が六三制となる（１９４７）・高浜町，石岡町に編入（１９５３）
・サンフランシスコ平和条約（１９５１） ・石岡市誕生(2月)，三村・関川村編入(12月)（１９５４）

・山根１町７村が合併し，八郷町誕生（１９５５）
・県立八郷高校創立（１９６３）

・東海道新幹線開通（１９６４） ・県立石岡商業高校創立（１９６４）
・東京オリンピック（１９６４） ・市民会館完成（１９６８）
・札幌冬季オリンピック（１９７２） ・柏原工業団地完成（１９７２）
・沖縄日本に復帰する（１９７２） ・茨城国体開催，バドミントン会場（１９７４）
・日中平和友好条約（１９７８） ・市立図書館完成（１９８０）

・常磐自動車道石岡まで開通，八郷町中央公民館完成
（１９８２）

・つくば科学万博（１９８５） ・茨城県フラワーパーク開園（１９８５）
 平成 ・阪神・淡路大震災（１９９５）
 時代 2000　 ・長野冬季オリンピック（１９９８） ・八郷温泉ゆりの郷オープン（２０００）

・サッカーワールドカップ韓国と ・石岡市と八郷町が対等合併し，新石岡市が誕生（２００５）
　共同開催（２００２） ・鹿島鉄道廃止（２００７）
・東日本大震災（２０１１） ・東日本大震災で被害を受ける（２０１１）

・朝日トンネル開通（２０１２）
『ふるさと学習―石岡を学ぶ―』（平成28年4月発行）より一部改変
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